
練馬区立スポーツ施設利用カード

利用終了の
お知らせ

練馬区立スポーツ施設個人利用カード（以下、｢利用カード｣）は、
券売機入替えに伴い、使用できなくなります。

令和6年12月末日まで【予定】
購入済みの利用カードは、券売機入れ替えまでにご使用くだ

さいますようお願いいたします。

払い戻し

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

使用しきれなかった利用カードの払い戻しにつきましては、窓口に
お申し出ください。

問い合わせ 平和台体育館 03-5920-3411

利用カード
使用期限

・利用カードの使用可能期限は、券売機入替えの前日までとなります。体育館ごと
に異なりますので詳しくは、窓口までお問い合わせください。

・券売機の入替え後は、払い戻しできませんのでご注意ください。

・払い戻しの期日については、６月頃に別途ご案内いたします。


